
《
資
料
》

徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料
十五

│
髙
木
所
蔵
未
刊
離
縁
状
並
び
に
関
連
文
書
│

髙

木

侃

《凡

例
》

一

本
稿
は
、
前
稿
「《
研
究
ノ
ー
ト
》
髙
木
所
蔵
離
縁
状
に
つ

い
て
│
附

既
刊
・
未
刊
別
離
縁
状
日
付
順
一
覧
表
│
」（
本
誌
一

二
五
号
）
の
な
か
で
、
未
刊
と
さ
れ
た
離
縁
状
の
翻
刻
・
紹
介
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
解
題
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
、
未
刊
離
縁
状
が
相

当
数
あ
る
の
で
、
紙
幅
の
関
係
で
直
ち
に
史
料
を
翻
刻
し
、
紹
介
す

る
。前

稿
で
も
述
べ
た
が
、
筆
者
は
無
類
の
整
理
下
手
で
、
所
蔵
離
縁

状
の
一
部
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
ど
こ
に
仕
舞
っ
た
か
判
明
せ

ず
、
大
き
さ
が
確
定
で
き
な
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
、
＊
で

示
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
表
題
に
は
「
徳
川
時
代
後
期
家
族

法
」
と
あ
る
が
、
明
治
時
代
の
離
縁
状
、
さ
ら
に
は
大
正
時
代
の
も

の
も
掲
載
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

二

史
料
翻
刻
は
、
拙
著
『
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
』
(成
文
堂
、

一
九
九
〇
年
一
二
月
）
凡
例
に
よ
っ
た
。
な
お
、
旧
漢
字
は
固
有
名

詞
以
外
、
お
お
む
ね
当
用
漢
字
に
改
め
た
。
處
は
処
な
ど
で
あ
る
。

虫
損
・
破
損
の
文
字
は
□
、
筆
者
判
読
不
能
の
文
字
は
■
を
も
っ
て

示
し
た
。

三

掲
載
順
序
は
、
年
代
の
判
明
す
る
も
の
は
時
代
順
に
、
次
い

で
干
支
の
判
明
す
る
も
の
は
子
年
か
ら
、
月
日
の
み
の
も
の
は
早
い

順
に
載
せ
た
。
ま
た
関
連
文
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
│
2
、
の
よ
う

に
枝
番
を
付
し
て
離
縁
状
の
後
に
載
せ
た
。

四

文
書
の
形
態
（
大
き
さ
・
用
紙
の
特
徴
)、
使
用
さ
れ
た
地

域
は
離
縁
状
末
尾
に
付
し
た
。
ま
ず
用
紙
の
形
状
、
た
と
え
ば
罫
紙

を
用
い
た
場
合
な
ど
、〈

〉
内
に
示
し
た
。
離
縁
状
が
使
用
さ
れ

た
地
域
が
特
定
で
き
る
も
の
は
〔

〕
内
に
国
郡
名
を
入
れ
た
。
地

名
が
全
国
に
及
ん
で
特
定
で
き
な
い
も
の
は
〔
住
所
特
定
で
き
ず
〕
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と
表
示
し
た
。
購
入
文
書
の
場
合
な
ど
で
、
差
出
人
等
に
地
名
が
な

い
と
き
は
用
い
ら
れ
た
地
域
が
判
明
し
な
い
も
の
は
、
と
く
注
記
し

な
か
っ
た
。
な
お
、
満
徳
寺
離
縁
状
の
模
倣
し
た
も
の
が
か
な
り
あ

り
、
上
野
国
・
下
野
国
・
武
蔵
国
（
現
埼
玉
県
北
部
）
周
辺
に
限
定

さ
れ
る
が
、
と
く
に
注
記
は
し
な
か
っ
た
。

大
き
さ
は
（

×

）
で
示
し
、
上
が
タ
テ
、
下
が
ヨ
コ
の
数
字

で
、
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

《
史
料
目
次
》

1

宝
暦
三
年
二
月

行
宝
院
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

2

安
永
四
年
八
月

喜
三
次
│
な
か
一
札

3

寛
政
七
年
正
月

武
右
衛
門
│
ま
す
離
縁
状
控

3
│
2

寛
政
六
年
一
二
月

同

離
縁
に
付
金
子
受
理
証
文

3
│
3

寛
政
六
年
一
二
月

同

離
縁
に
付
見
廻
り
金
受
理
証
文

3
│
4

寛
政
七
年
正
月

同

離
縁
に
付
書
簡
控

4

文
化
元
年
一
〇
月

善
兵
衛
│
て
う
離
縁
状

5

文
政
二
年
四
月

富
吉
離
縁
状

6

文
政
二
年
八
月

喜
平
次
│
の
ぶ
去
状

7

文
政
五
年
閏
正
月

井
狩
安
兵
衛
│
い
わ
の
暇
状

8

文
政
五
年
三
月

忠
七
満
徳
寺
模
倣
離
別
状
＊

9

文
政
八
年
一
二
月

五
右
衛
門
│
と
き
離
縁
状

10

天
保
二
年
一
二
月

弥
太
郎
│
く
ら
離
縁
状

11

天
保
五
年

和
三
郎
離
縁
口
上

12

天
保
七
年
二
月

梅
八
│
ふ
で
離
別
状

13

天
保
九
年
九
月

せ
ん
│
り
ん
姑
去
り
離
別
状

14

天
保
一
〇
年
四
月

兵
五
郎
│
み
き
離
別
状

15

天
保
一
二
年
八
月

新
岡
萬
│
み
ほ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

16

天
保
一
二
年
一
一
月

新
次
郎
│
し
ま
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

17

天
保
一
四
年
九
月

和
重
郎
│
か
つ
去
状

18

天
保
一
五
年
九
月

作
兵
衛
│
き
た
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

19

弘
化
二
年
八
月

林
蔵
│
ち
ゑ
去
状

20

弘
化
三
年
正
月

六
左
衛
門
│
は
つ
離
別
状

21

弘
化
三
年
九
月

長
蔵
│
よ
し
ゑ
婚
約
解
消
暇
状

22

弘
化
三
年
一
一
月

源
五
郎
│
つ
や
暇
状

23

弘
化
四
年
八
月

前
澤
政
助
│
き
え
離
別
状

23
│
2

弘
化
四
年
八
月

同

前
澤
政
助
よ
り
書
簡

24

弘
化
四
年
九
月

清
重
郎
│
と
よ
手
間
状

25

嘉
永
元
年
七
月

妻
方
井
上
忠
次
婿
圭
太
郎
宛
離
縁
状

26

嘉
永
二
年
六
月

吉
蔵
│
て
つ
離
縁
状

27

嘉
永
三
年
六
月

吉
太
郎
│
り
か
離
縁
状

28

嘉
永
三
年
八
月

丈
右
衛
門
│
む
ら
離
別
状

29

嘉
永
四
年
一
〇
月

常
吉
│
き
く
離
縁
状

30

嘉
永
五
年
正
月

参
吉
│
い
ま
離
縁
状

31

嘉
永
五
年
四
月

政
吉
│
つ
さ
離
縁
状

32

嘉
永
六
年
二
月

治
兵
衛
│
ゆ
う
離
別
状

33

安
政
元
年
二
月

庄
田
治
右
衛
門
│
妾
く
ま
暇
状
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34

安
政
二
年
八
月

栄
吉
│
さ
た
離
別
状

35

安
政
二
年
八
月

播
磨
国
離
縁
状
下
案

36

安
政
四
年
八
月

林
吉
左
衛
門
離
縁
状

37

安
政
四
年
九
月

亀
五
郎
│
も
と
仲
人
宛
離
縁
状

38

安
政
五
年
五
月

市
川
三
平
│
よ
ね
離
縁
状

39

安
政
六
年
七
月

松
屋
藤
十
郎
│
あ
い
離
縁
状

39
│
2

安
政
六
年
七
月

同

松
屋
藤
十
郎
離
縁
状
返
り
一
札

兼
手
切
金
受
領
書

39
│
3
〔
安
政
七
年
]

同

あ
い
口
上
書

40

安
政
六
年
九
月

婿
文
五
郎
│
う
た
離
縁
状

40
│
2

安
政
六
年
八
月

同

婿
離
縁
引
取
証
文

41

安
政
七
年
二
月

婿
出
奔
に
つ
き
妻
方
よ
り
暇
状

42

文
久
元
年
四
月

甚
助
│
よ
し
離
縁
状

43

文
久
元
年
七
月

傳
助
│
こ
ん
離
別
状

44

文
久
二
年
□
月

与
市
│
た
き
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

45

文
久
三
年
二
月

兄
代
理
帰
縁
証
文
兼
先
渡
し
離
縁
状

46

文
久
三
年
一
〇
月

泰
蔵
│
い
く
離
縁
状

47

元
治
元
年
五
月

孝
市
郎
離
別
状

48

元
治
元
年
六
月

理
八
│
ま
す
離
縁
状

49

元
治
二
年
三
月

柳
助
│
き
ん
満
徳
寺
模
倣
離
縁
状

50

慶
応
二
年
八
月

清
吉
│
さ
く
離
縁
状
＊

51

慶
応
三
年
一
二
月

基
八
郎
│
か
つ
離
縁
状

52

明
治
三
年
三
月

松
助
│
ち
え
去
状

53

明
治
三
年
七
月

新
松
│
み
き
離
縁
状

54

明
治
三
年
閏
一
〇
月

哥
吉
│
く
ら
満
徳
寺
模
倣
離
別
状
＊

55

明
治
五
年
四
月

常
助
│
り
よ
う
暇
状

56

明
治
六
年
五
月

岡
重
助
│
し
な
離
縁
状

57

明
治
六
年
九
月

傳
治
右
衛
門
│
や
す
離
別
状

58

明
治
六
年
一
〇
月

辻
井
栄
助
│
よ
ね
離
縁
状

58
│
2

明
治
六
年
一
〇
月

同

夫
方
着
類
料
受
理
証
文

58
│
3

明
治
六
年
一
〇
月

同

よ
ね
入
用
覚

59

明
治
一
一
年
九
月

斉
藤
与
平
│
岡
田
か
く
離
別
証

60

明
治
一
七
年
二
月

婿
石
井
菊
次
郎
│
横
堀
岩
離
別
書

61

明
治
三
二
年
一
〇
月

池
田
新
吉
│
ユ
キ
離
縁
状

62

明
治
三
八
年
一
二
月

佐
藤
金
造
│
は
る
よ
離
婚
状

63

明
治
三
九
年
正
月

阿
部
茂
右
衛
門
│
石
井
か
ね
破
縁
一

札

64

大
正
一
四
年
一
〇
月

岩
井
真
平
│
辻
静
子
離
縁
状

65

子
一
〇
月

善
吉
│
い
よ
離
縁
状

66

辰
二
月

野
村
小
藤
治
│
矢
嶋
や
す
離
縁
状

67

巳
五
月

婿
平
五
郎
│
そ
の
離
別
状

68

巳
九
月

冨
八
│
と
よ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

69

巳
一
二
月

金
五
兵
衛
│
い
し
離
別
状

70

午
三
月

彦
兵
衛
│
な
を
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

71

未
二
月

文
吉
│
や
ゑ
離
縁
状

72

申
九
月

豊
吉
│
も
と
離
縁
状
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73

酉
五
月

住
吉
屋
吉
右
衛
門
│
か
ね
暇
状

74

戌
正
月

宮
城
與
吉
│
て
い
離
別
状

75

戌
一
一
月

丸
屋
吉
兵
衛
│
と
ら
離
縁
状

76

亥
八
月

広
瀬
時
次
│
あ
ゆ
去
状

77

亥
一
二
月

三
郎
兵
衛
│
い
ま
暇
状

78

二
月

佳
茂
介
│
か
つ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

79

四
月

良
輔
│
と
み
離
別
状

80

五
月

文
助
│
さ
い
離
縁
状

81

六
月

幸
兵
衛
│
り
ん
離
縁
状

82

月
日
文
字
の
み

幸
助
│
み
き
離
別
状

83

日
付
無

清
五
郎
│
つ
る
離
縁
状

84

日
付
無

松
野
喜
示
去
状

85

日
付
無

仲
介
引
受
人
よ
り
し
ん
離
縁
証

史

料

1

宝
暦
三
年
二
月

行
宝
院
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
状
之
事

一
深
厚
之
宿
縁
依
薄
不
私
、
離
別
之

条
、
仮
不
送
数
月
、
明
日
ニ
身
体
露
(落
カ
)

着
候
共
、
不
可
翻
其
一
言
、
依
之

引
離
状
如
件

行
宝
院

宝
暦
三
酉
二
月
二
日

清
浄
院
様

〔
清
浄
院
は
上
野
国
邑
楽
郡
高
島
村
]

（
二
八
・
〇
×
三
七
・
五
)

2

安
永
四
年
八
月

喜
三
次
│
な
か
一
札

一
札
之
事

一
其

方

事

不

相

応

ニ

付
、

致
不
縁
候
、
何
方
え
縁
付

候
共
、
構
無
御
座
候
、
一
札

如
件安

永
四
未
年
八
月

喜
三
次
(花
押
)

お
な
か
と
の

（
二
八
・
六
×
三
九
・
七
)
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3

寛
政
七
年
正
月

武
右
衛
門
│
ま
す
離
縁
状
控

離
縁
一
札
之
事

一
此
度
お
升
望
ニ
付
、
離
縁
相
違
無
之
差
遣
、

尤
日
向
守
様
御
領
内
之
も
の
と
ハ
縁
談
致

義
ハ
相
構
申
、
其
外
義
ハ
何
方
へ
片
付
と
も

此
方
構
不
申
候
、
為
後
日
仍
て
如
件

一
金
五
両
也

右
之
通
受
取
申
候

寛
政
七
年

武
右
衛
門
㊞
（
爪
印
)

卯
正
月

お
ま
す
と
の

〈
爪
印
は
本
物
だ
が
、
印
は
文
字
の
み
で
実
物
で
は
な
い
〉

〔
下
野
国
安
蘇
郡
]（
一
九
・
五
×
二
一
・
八
)

3
│
2

寛
政
六
年
一
二
月

同

離
縁
に
付
金
子
受
理
証
文

一
札
之
事

一

金
五
両
也

右
は
佐
野
犬
伏
下
町
武
右
衛
門
妻
ま
す
儀
、
離
縁
ニ
付
、
書
面
之

金
子
慥
ニ
請
取
申
所
実
正
ニ
御
座
候
、
尤
右
離
縁
状
之
儀
は
武
右

衛
門
方
よ
り
請
取
、
我
等
共
致
持
参
貴
殿
方
え
相
渡
可
申
候
、
為

後
日
金
子
請
取
、
仍
如
件

水
野
日
向
守
内

水
野
甚
四
郎
家
来

寛
政
六
年

三

河

清

蔵
㊞

寅
極
月
大
晦
日

石

黒

儀
左
衛
門
(爪
印
)

長

沢

仁
右
衛
門
殿

3
│
3

寛
政
六
年
一
二
月

同

離
縁
に
付
見
廻
り
金
受
理
証
文

覚

一

金
弐
両
也

右
は
ま
す
見
廻
り
金
、
無
拠
内
々
ニ
て
御
無
心
仕
候
所
実
正
也
、

為
念
書
付
差
置
如
此
御
座
候
、

水
野
日
向
守
内

水
野
甚
四
郎
家
来

寛
政
六
年

三

河

清

蔵
㊞

寅
極
月
大
晦
日

石

黒

儀
左
衛
門
(爪
印
)

長

沢

仁
右
衛
門
殿

3
│
4

寛
政
七
年
正
月

同

離
縁
に
付
書
簡
控

佐
野

嘉
右
衛
門
世
話
人

藤
右
衛
門
殿
立
会
之
由
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新

蔵覚

一
お
ま
す
義
、
此
方
え
御
送
り
被
下
并
ニ
離
縁
状
御
差
添
、
今
廿
二

日
無
相
違
請
取
申
上
、
為
念
一
札
如
是
御
座
候
、
以
上

一
月
日

│
│
│
│
│
○

北

の

治

助
殿

万

蔵
殿

庄
右
衛
門
殿

4

文
化
元
年
一
〇
月

善
兵
衛
│
て
う
離
縁
状

一
札
之
事

一
我
等
女
房
て
う
儀
、
不
相
応
ニ

付
、
離
縁
い
た
し
候
上
ハ
、
何
方
え

縁
付
候
共
、
構
無
御
座
候
、
為
後
日

仍
て
如
件

文
化
元
年
子

宮
谷
戸
村

十
月
廿
八
日

善
兵
衛
(爪
印
)

て

う
殿

〔
宮
谷
戸
村
は
武
蔵
国
大
里
郡
]（
二
〇
・
〇
×
一
九
．
三
)

5

文
政
二
年
四
月

富
吉
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
不
縁
に
て
、
離
別
仕
、
親
元
え

相
返
し
申
候
、
然
上
ハ
何
方
え

縁
付
候
と
も
構
御
座
な
く
候
、

為
念
一
札
仍
て
如
件

文
政
二
年
卯
四
月
十
二
日

追
貝
村

富

吉
㊞

同
村

親
元

弁
之
丞
殿

〔
追
貝
村
は
上
野
国
利
根
郡
]（
二
三
・
五
×
二
九
・
二
)

6

文
政
二
年
八
月

喜
平
次
│
の
ぶ
去
状

去
り
状
一
札
之
事

一
其
方
儀
、
是
迄
夫
婦
之
契
り
有
之
候
所
、

時(自
)分
心
ニ
不
叶
、
子
細
有
之
ニ
付
、
此
度
暇

差
遣
し
候
間
、
先
達
て
請
取
置
候
寺

送
り
之
手
形
相
添
遣
し
候
上
ハ
、
以
来
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此
方
ニ
て
構
無
之
候
ニ
付
、
其
方
勝
手
次
第

可
致
候
、
以
上

文
政
二
卯
年
八
月

大
野
村喜

平
次

青
木
村の

ふ方
へ
参
る

〔
住
所
特
定
で
き
ず
]（
二
五
・
七
×
三
四
・
五
)

7

文
政
五
年
閏
正
月

井
狩
安
兵
衛
│
い
わ
の
暇
状

暇
状
之
事

一
其
元
殿
是
迄
縁
組
致
居
、
色
々

申
為
替
候
得
共
、
段
々
御
頼
ニ
付
、
破
縁
致
候
、

以
後
何
方
縁
組
被
致
候
共
、
少
も
指
構
等

毛
頭
無
御
座
候
、
仍
て
後
日
為
念
如
件

文
政
五
午
年

閏
正
月
廿
二
日

井
狩
安
兵
衛

河
内
屋又

兵
衛
殿

妹

岩
の
殿

（
二
四
・
三
×
三
四
・
〇
)

8

文
政
五
年
三
月

忠
七
満
徳
寺
模
倣
離
別
状
＊

離
別
状
之
事

一
深
厚
之
縁
尽
、
致
離
別
候
上
は

向
後
何
方
え
縁
付
候
共
、
此
方
ニ
て

差
障
り
等
一
切
無
之
候
、
為
後
離
別

一
札
仍
て
如
件

壬
文
政
五
年

午
三
月

忠

七
㊞

9

文
政
八
年
一
二
月

五
右
衛
門
│
と
き
離
縁
状

「

去

（
上
包
)

状

五
右
衛
門

兵
左
衛
門
殿

」

一
札
之
事

一
貴
殿
妹
お
と
き
と
の
と
夫
婦
之
契
約

仕
候
得
共
、
不
相
応
ニ
付
、
離
縁
仕
候
、
此
末

何
方
え
縁
付
被
成
候
と
も
構
無
御
座
候
、

為
後
証
離
縁
一
札
仍
て
如
件

文
政
八
年

五
右
衛
門
㊞

酉
十
二
月

7 徳川時代後期家族法関係史料（十五）



荒
町兵

左
衛
門
殿

〔
荒
町
は
信
濃
国
佐
久
郡
]（
三
〇
・
〇
×
二
六
・
四
)

10

天
保
二
年
一
二
月

弥
太
郎
│
く
ら
離
縁
状

「
離
縁

（
上
包
)

状

一
通
」

其
方
儀
、
我
等
不
応
心
底
候
付
、
令

離
縁
、
親
元
え
差
戻
候
上
ハ
、
此
末

何
方
え
縁
付
候
共
、
於
我
等
方
一
切
差
構
無
之
候
、

離
別
之
状
仍
て
如
件

天
保
二
卯
年
十
二
月

弥
太
郎
㊞

お
く
ら
と
の（

二
七
・
〇
×
二
六
・
四
)

11

天
保
五
年

和
三
郎
離
縁
口
上

口

上

一
其
元
之
娘
、
御
無
心
申
、
此
度

離
縁
ニ
付
、
右
之
女
返
し
不
(マ
マ
)申

候
、

為
後
日
如
件

天
保
五
甲
午
年

三
沢
村

和
三
郎
㊞

下
浜
村

小

口

仙
右
衛
門
様

〔
住
所
特
定
で
き
ず
]（
二
五
・
二
×
一
九
・
五
)

12

天
保
七
年
二
月

梅
八
│
ふ
で
離
別
状

一
札
之
事

一
我
等
存
寄
ニ
不
相
叶
、
離
別

い
た
し
候
上
ハ
、
何
ニ
縁
付
候
と
も

少
も
構
無
御
座
候
、
為
後
日

一
札
仍
て
如
件

天
保
七
年

申
ノ
二
月
日

梅

八

辰

松

お
ふ
で
ど
の

（
二
三
・
〇
×
二
七
・
八
)
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13

天
保
九
年
九
月

せ
ん
│
り
ん
姑
去
り
離
別
状

離
別
状
之
事

一
此
度
互
ひ
の
相
談
を
以
、
相
わ
か
れ
候
、

し
か
る
上
は
何
方
え
縁
付
候
共
、

こ
の
ほ
う
よ
り
決
て
故
障

無
之
候
、
為
後
日
仍
て
如
件

天
保
九
年

せ

ん
(爪
印
)

九
月

お
り
ん
ど
の

（
二
四
・
〇
×
一
八
・
〇
)

14

天
保
一
〇
年
四
月

兵
五
郎
│
み
き
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
此
者
義
、
私
季(気
)

ニ
入
不
申
候

ニ
付
、
何
方
え
縁
付
候
と
も
、

決
て
構
無
御
座
候
、
離
別

一
札
仍
て
如
件

天
保
十
年

亥
四
月

漆
原
村兵

五
郎
(爪
印
)

み
き
ど
の

〔
漆
原
村
特
定
で
き
ず
]（
二
〇
・
〇
×
二
五
・
〇
)

15

天
保
一
二
年
八
月

新
岡
萬
│
み
ほ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
状
之
事

深
交(厚
)

之
宿
縁
相
互
薄
事

に
て
致
離
別
候
、
此
末
何
方
え
縁
組

致
候
共
、
毛
頭
異
乱
無
之
候
、
依
て

離
別
証
一
札
如
件

新

岡

萬
㊞

天
保
十
二
年
八
月

於
み
ほ
と
の

（
三
〇
・
四
×
三
七
・
五
)

16

天
保
一
二
年
一
一
月

新
次
郎
│
し
ま
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
一
札
之
事

深
厚
宿
縁
薄
故
、
私
義
相
互
ニ

離
別
之
義
不
可
恨
、
不
限
送
り
日
数

明
日
何
方
へ
縁
組
候
得
共
、
不
残
二
念
少
も
、

9 徳川時代後期家族法関係史料（十五）



離
別
一
札
入
置
、
仍
て
如
件

天
保
十
二
年

十
軒

丑
十
一
月
日

新
次
郎
(爪
印
)

八
間し

ま
女〔

十
軒
は
上
野
国
邑
楽
郡
赤
岩
村
]

（
二
四
・
七
×
一
四
・
五
)

17

天
保
一
四
年
九
月

和
重
郎
│
か
つ
去
状

去
ル
状
之
事

一
此
度
お
か
つ
と
申
女
、
何
方
え

家(嫁
)

付
候
ニ
て
も
、
下
拙
少
も
い

か
様
之
云
い
か
ゝ
り
義
等(決
)て

申
間
敷
候
、

為
後
日
申
状
仍
て
如
件

天
保
十
四
年

卯
九
月
廿
四
日

塩
瀬
邑和

重
郎

南
米
沢
村

お
か
つ
殿

一
札
差
出
候
之
上
ハ
勝

て
之
儀
可
仕
候
筈

〔
塩
瀬
村
は
甲
斐
国
都
留
郡
]（
二
三
・
二
×
二
四
・
五
)

18

天
保
一
五
年
九
月

作
兵
衛
│
き
た
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
深
厚
之
縁
薄
ニ
付
、
離
別
仕
候
、

然
ル
上
は
何
方
え
縁
付
候
共
、
此
方
少
も

構
無
御
座
候
、
為
後
日
差
出
し
申
一
札

仍
て
如
件

天
保
十
五
辰
年

作
兵
衛
(爪
印
)

九
月
日

き
た
と
の

（
二
三
・
七
×
二
三
・
二
)

19

弘
化
二
年
八
月

林
蔵
│
ち
ゑ
去
状

去
状
之
事

一
此
度
其
元
離
縁
ニ
付
、
暇
遣
候
、

然
ル
上
ハ
此
末
ニ
至
、
如
何
様
之
義

御
座
候
共
、
又
ハ
何
方
え
致
縁
付
候
共
、
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構
無
御
座
候
、
去
状
仍
て
如
件

弘
化
二
年

新
津
村

巳
八
月
十
二
日

林

蔵

お
ち
ゑ

〔
新
津
村
は
特
定
で
き
ず
]（
二
四
・
〇
×
三
五
・
八
)

20

弘
化
三
年
正
月

六
左
衛
門
│
は
つ
離
別
状

離
別
状
之
事

一
は
つ
義
、
我
等
女
房
ニ
在
之
候
処
、

此
度
離
縁
仕
候
上
は
、
此
上
外
々
え

縁
付
候
共
、
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、

為
念
離
縁
状
如
件

弘
化
三
年

綱
野
上
村

午
正
月
日

六
左
衛
門
㊞

塩
瀬
村は

つ
殿

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
都
留
郡
]（
二
六
・
〇
×
二
六
・
八
)

21

弘
化
三
年
九
月

長
蔵
│
よ
し
ゑ
婚
約
解
消
暇
状

暇
状
之
事

一
此
度
其
許
と
夫
婦
之
約
束
致
し

候
へ
共
、
親
共
不
承
知
ニ
付
、
暇
差
遣
し
、

已
後
何
方
へ
縁
付
候
共
、
差
支
無

御
座
候
、
仍
て
暇
状
如
件

弘
化
三
午
と
し

長

蔵

九
月

よ
し
ゑ
ど
の

（
二
四
・
五
×
二
〇
・
〇
)

22

弘
化
三
年
一
一
月

源
五
郎
│
つ
や
暇
状

一
此

つ

や

と

申

女

ど

こ

円(縁

月付
)

候

友(共
)、

か

ま

い
(不
脱
)申

候

事

弘
化
三
年

午
十
一
月
日

金
塚源

五
郎
(爪
印
)

〔
金
塚
は
特
定
で
き
ず
]（
二
四
・
四
×
三
一
・
六
)
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23

弘
化
四
年
八
月

前
澤
政
助
│
き
え
離
別
状

離
別
状
之
事

一
其
許
義
、
熟
縁
有
之
処
、
不
相
応
ニ
付
、

今
般
子
供
相
付
ケ
、
離
別
お
よ
ふ
条

何
方
え
縁
付
、
聟
取
共
、
一
切
構
無
之
、

離
別
依
如
件

弘
化
四
年
未
八
月
廿
五
日

政

助
㊞

お
き
え
と
の

〔
下
野
国
都
賀
郡
]（
二
四
・
二
×
三
四
・
〇
)

23
│
2

弘
化
四
年
八
月

同

前
澤
政
助
よ
り
書
簡

一
筆
啓
上
仕
候
、
冷
気
之
砌
ニ
御
座
候
得
共
、
各
々
様
御
機
嫌
克
被

為
入
大
慶
奉
珍
喜
候
、
然
は
私
義
江
戸
表
・
房
州
飯
料
滞
金
数
度

飛
脚
到
来
致
候
共
、
済
方
相
成
兼
右
宿
え
申
訳
無
之
、
且
各
々
様

方
え
対
し
是
又
身
分
難
相
立
、
依
之
出
府
仕
、
何
れ
ニ
も
金
子
才

覚
済
方
致
度
罷
出
候
ニ
付
、
途
中
よ
り
書
面
を
以
申
上
候
、
若
金

子
出
来
方
延
引
ニ
相
成
候
得
は
、
妻
子
老
人
養
育
手
当
不
行
届
、

依
て
離
別
家
内
え
は
差
遣
し
申
候
間
、
老
衰
之
母
并
妻
子
共
、

各
々
様
方
何
様
ニ
も
御
取
計
被
下
候
様
偏
ニ
奉
願
上
候
、
私
義
は

房
州
地
飯
料
滞
り
済
方
不
致
候
て
は
、
身
分
難
相
立
候
ニ
付
、
右

勘
定
相
立
候
迄
ハ
奉
公
住
、
又
は
商
渡
世
候
共
、
帰
国
相
成
兼
申

候
間
、
離
別
状
差
出
罷
出
申
候
得
義(は
)此

段
御
一
同
御
勘
考
被
成
下
、

御
世
話
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
然
ル
上
は
如
何
様
御
取
計
被
下

候
共
、
一
言
之
申
分
無
御
座
候
間
、
何
分
御
目
被
掛
御
取
計
奉
願

上
候
、
先
は
途
中
用
事
而
已
如
此
御
座
候
、
恐
々
頓
首

幸
手
宿
よ
り

未
八
月
廿
五
日

前

澤

政

助
㊞

猪

瀬

弁

吉
様

鍛
冶
屋

藤

吉
様

福
田
屋
喜
右
衛
門
様

貴

下

「
栃
木

（
封
表
)

大
杉
新
田

猪

瀬

弁

吉
様

武
州
幸
手
宿
よ
り

鍛
冶
屋

藤

吉
様

前
澤

政
助

福
田
屋
喜
右
衛
門
様

要
用
貴
下

」

「（
封
裏
)

〆

八
月
廿
五
日
認
メ

」

〈
離
縁
状
は
書
簡
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
〉
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24

弘
化
四
年
九
月

清
重
郎
│
と
よ
手
間
状

差
出
申
一
札
事

一
此
と
よ
と
申
女
、
少
々
訳
合

御
座
候
処
、
此
度
相
談
合
ニ
て
、

手
間
呉
候
処
実
正
ニ
御
座
候
、

已
来
何
方
ニ
罷
居
候
共
、
毛
頭

構
無
御
座
候
、
為
後
日
之
仍
て

如

件

弘
化
四
年

九
月
十
五
日

清
重
郎
(爪
印
)

お
と
よ
殿

（
二
三
・
三
×
二
九
・
〇
)

25

嘉
永
元
年
七
月

妻
方
井
上
忠
次
婿
圭
太
郎
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
今
般
圭
太
郎
離
縁
相
成
申
候
、

諸
色
道
具
此
度
不
残
相
渡
申
候
、

此
後
圭
太
郎
何
方
え
縁
付
申
候
て
も
、

故
障
無
之
候
、
離
縁
状
如
件

嘉
永
元
年

申
七
月

井
上
忠
次
㊞

志
賀
善
八
郎
殿

（
三
〇
・
三
×
四
〇
・
八
)

26

嘉
永
二
年
六
月

吉
蔵
│
て
つ
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其
許
勝
手
ニ
付
、
此
度
離
別
い
た
し
候
間
、

向
後
ハ
何
方
参
り
候
共
、
此
方
差
構
無
御
座
候
、

且
又
我
等
村
内
ハ
不
入
様
ニ
、
為
後
日

一
札
差
出
申
所
、
如
件

赤
山
領
安
行
村

嘉
永
弐
年
酉
六
月

吉

蔵
(爪
印
)

藤
八
新
田

お
て
つ
と
の

〔
両
村
と
も
武
蔵
国
足
立
郡
]（
二
五
・
二
×
二
七
・
七
)

27

嘉
永
三
年
六
月

吉
太
郎
│
り
か
離
縁
状

口

上

一
此
度
千
谷
村
長
右
衛
門
子
お
り
か
儀
、
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り
い
ん
い
た
し
候
ニ
付
、
此
上
に
も
つ

の
儀
ハ
、
酉
十
一
月
女
子
と
し
三
才
に
な
る
子
と

引
か
へ
に
い
た
し
候
、
以
上

山
谷
村

酉
(マ
マ
)六

月
三
日

吉
太
郎
(爪
印
)

嘉
永
三
年

受
人権

治
郎

千
谷
村

長
右
衛
門
殿

〔
両
村
と
も
越
後
国
魚
沼
郡
]（
二
七
・
三
×
二
五
・
二
)

28

嘉
永
三
年
八
月

丈
右
衛
門
│
む
ら
離
別
状

離
別
状
之
事

一
此
女
、
離
縁
仕
候
上
は
、
何
方
え

縁
付
候
共
、
毛
頭
構
無
之
候
、

為

念

依

て

如

件

大
子
山
村

嘉
永
三
戌
年
八
月
六
日

丈
右
衛
門

夜
子
沢
村

む
ら
女

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
巨
摩
郡
]（
二
六
・
〇
×
三
三
・
〇
)

29

嘉
永
四
年
一
〇
月

常
吉
│
き
く
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其
方
儀
、
我
等
心
底
ニ
不
叶
候
ニ
付
、

離
縁
い
た
し
候
、
依
之
以
来
何

方
え
縁
付
候
共
、
一
切
差
構
無
之
候
、

為
後
日
離
縁
状
仍
如
件

嘉
永
四
年十

月

北
岡
村

常

吉

北
永
江
村お

き
く
ど
の

〔
北
岡
村
は
信
濃
国
高
井
郡
、
北
永
江
村
は
同
国
水
内
郡
]

（
二
八
・
〇
×
三
〇
・
九
)

30

嘉
永
五
年
正
月

参
吉
│
い
ま
離
縁
状

一
書
之
事

そ
の
方
、
此
度
離
縁
い
た
し
、

親
元
へ
さ
し
も
と
し
、
向
後

何
方
え
縁
付
候
と
も
、
子
細
無
之
、

為
後
証
一
札
如
件
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嘉
永
五
年

参

吉

正
月

い

ま
と
の（

三
〇
・
四
×
二
七
・
二
)

31

嘉
永
五
年
四
月

政
吉
│
つ
さ
離
縁
状

「
一
札

（
上
包
)

之
事
」離

縁
状
一
札
之
事

一
其
方
儀
、
我
等
不
和
合
ニ
付
、
此(今
)般

離
縁
ニ

相
成
申
、
以
来
何
方
へ
縁
付
被
成
候
共
、

一
切
不
構
申
候
、
為
念
一
札
差
出
、
仍
て

如

件

本
郷
村

嘉
永
五
子
年
四
月
日

政

吉
(爪
印
)

よ
り

お
つ
さ
殿

〔
本
郷
村
は
特
定
で
き
ず
]（
二
四
・
二
×
一
七
・
四
)

32

嘉
永
六
年
二
月

治
兵
衛
│
ゆ
う
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
其
方
事
、
是
迄
我
等
ら
(マ
マ
)女

房
ニ
い
た
し
居
候

処
、
此
度
相
対
ニ
て
及
離
縁
ニ
候
ニ
付
、
向
後

何
方
え
縁
付
い
た
し
候
共
、
当
方
申
分
無
御
座
、

為
後
日
暇
状
如
件

嘉
永
六
年
丑
二
月
日

治
兵
衛
㊞

お
ゆ
う
と
の

（
二
七
・
三
×
三
五
・
八
)

33

安
政
元
年
二
月

庄
田
治
右
衛
門
│
妾
く
ま
暇
状

相
渡
申
一
札
之
事

一
去
ル
嘉
永
元
申
年
よ
り
其
方
と
心
安

相
成
、
其
後
身
請
仕
、
是
迄
下
拙
世
話

仕
候
得
共
、
其
方
義
家
内
相
続
方
ニ
付
、
手
間

相
頼
候
ニ
付
、
此
度
暇
遣
候
上
は
、
毛
頭

構
無
御
座
候
、
依
て
一
札
相
渡
申
処
如
件

安
政
元
卯
年
二
月

十
■
■
村

庄
田
治
右
衛
門

高
田
大
工
町

与
五
郎
姉

く

ま
殿
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〔
高
田
大
工
町
は
越
後
国
カ
]

（
二
六
・
〇
×
三
三
・
〇
)

34

安
政
二
年
八
月

栄
吉
│
さ
た
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
其
許
儀
、
不
熟
ニ
付
、
此
度
離
縁
ニ

相
成
申
候
、
然
ル
上
ハ
何
方
え
縁
付
候
共
、

此
方
ニ
て
何
之
構
無
御
座
候
、
為
後
日

離
別
一
札
仍
て
如
件

卒
嶋
村

安
政
二
卯
年

栄

吉
㊞

八
月
廿
七
日

お
さ
た
と
の

大
川
嶋
村市

郎
兵
衛
殿

〔
両
村
と
も
下
野
国
都
賀
郡
]（
二
四
・
〇
×
三
〇
・
八
)

35

安
政
二
年
八
月

播
磨
国
離
縁
状
下
案

利
縁
一
札
之
事

一
是
迄
ハ
私
し
女
房
ニ
相
違
無
之
候
へ
共
、

今
日
利
縁
仕
候
ニ
付
、
何
方
へ
嫁
仕
度
(マ
マ
)

候
へ
共
、
万
事
差
構
無
御
座
候
処
、

為
其
利
縁
一
札
仍
て
如
件

内
海

安
政
二
卯
八
月
何
日

何

蔵

何
村

お
め
ひ
殿

〔
播
磨
国
宍
粟
郡
岩
野
辺
村
内
海
家
文
書
]

（
二
四
・
五
×
三
二
・
五
)

36

安
政
四
年
八
月

林
吉
左
衛
門
妻
離
縁
状

其
許
娘
儀
、
今
般
御
示
談
之
上
、

離
縁
仕
候
処
実
正
ニ
御
座
候
、
然

上
ハ
何
方
え
御
縁
組
被
成
候
共
、

聊
故
障
無
之
候
、
仍
て
如
件

安
政
四
巳
八
月

林

吉
左
衛
門

平
井

甚
兵
衛
様

（
二
七
・
六
×
三
九
・
〇
)
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37

安
政
四
年
九
月

亀
五
郎
│
も
と
仲
人
宛
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
右
は
御
貴
殿
様
方
御
世
話
被
下
候
処
、

も
と
儀
私
一
札
差
出
候
上
は
、
何
方
え

縁
付
候
共
、
少
も
構
無
御
座
候
、

為
後
日
離
縁
一
札
如
件

安
政
四
年

追
貝
村

巳
九
月
日

当
人

亀
五
郎
㊞

同
村

伊
左
衛
門
殿

同

円
重
郎
殿

〔
追
貝
村
は
上
野
国
利
根
郡
]（
二
五
・
二
×
三
一
・
〇
)

38

安
政
五
年
五
月

市
川
三
平
│
よ
ね
離
縁
状

離
縁
状
之
事

其
許
義
、
我
等
妻
ニ
有
之
処
、
不
縁
ニ
付
、

此
度
離
別
い
た
し
候
上
は
、
何
方
え
嫁
候
共
、

聊
差
構
無
御
座
候
、
為
後
日
一
札
相
渡

申
処
、
仍
て
如
件

安
政
五
午
年
五
月

市
川
上
野
村

市

川

三

平

行
光
（
花
押
)

八
代
郡
下
岩
崎
村

勝
右
衛
門
殿
妹

お
よ
ね
と
の

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
八
代
郡
]（
二
五
・
八
×
二
七
・
一
)

39

安
政
六
年
七
月

松
屋
藤
十
郎
│
あ
い
離
縁
状

「
離
縁

（
上
包
)

状
」

一
札
之
事

一
其
許
事
、
今
般
離
縁
い
た
し
候
付
て
ハ

此
已
後
勝
手
次
第
何
方
え
縁
付
被
致
候
共
、

聊
故
障
申
出
間
敷
、
少
し
も
申
分
無
御
座
候
、

為
其
一
札
、
仍
て
如
件

安
政
六
年

未
七
月

藤
十
郎
印

あ

い
と
の

〔
美
濃
国
の
も
の
]（
二
四
・
四
×
三
四
・
五
)
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39
│
2

安
政
六
年
七
月

同

松
屋
藤
十
郎
離
縁
状
返
り
一
札

兼
手
切
金
受
領
書

「
一
（
上
包
)

札
」一

札

一
私
妻
あ
い
事
、
今
般
離
縁
仕
候
付
て
ハ
、
其
許
様
御
師
匠
娘
之
事

ニ
付
、
此
已
後
当
人
身
分
御
引
受
相
成
、
右
ニ
付
御
取
扱
を
以
、

今
度
私
へ
手
切
金
拾
両
并
ニ
包
金
と
し
て
弐
両
被
下
置
、
難
有
慥

ニ
受
納
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
尤
あ
い
ニ
も
暇
状
差

遣
候
付
て
ハ
、
前
顕
之
次
第
其
許
様
今
度
格
別
之
御
働
を
以
、
御

取
調
ニ
相
成
候
儀
ニ
付
、
尤
此
已
後
聊
御
苦
労
ケ
間
敷
儀
毛
頭
懸

ケ
申
間
敷
候
、
万
々
一
私
親
類
之
内
よ
り
故
障
之
筋
等
申
立
、
難

題
ケ
間
敷
儀
申
出
候
者
有
之
候
共
、
聊
御
掛
合
被
下
間
敷
候
、
何

方
ニ
も
少
し
も
故
障
之
筋
無
御
座
候
、
為
其
一
札
書
付
差
入
置
申

所
如
件安

政
六
年

松
屋

未
七
月

藤
十
郎
印

岡

田

春

達
様

39
│
3
〔
安
政
七
年
]
同

あ
い
口
上
書

口
上
書

昨
未
年
春
相
成
候
処
、
身
上
追
々
不
勝
手
ニ
相
成
候
付
、
見
る
事

聞
事
宜
敷
事
迚
ハ
何
一
ツ
も
更
ニ
無
御
座
候
処
、
女
心
ニ
も
是
で

ハ
行
末
ハ
何
と
可
相
成
哉
と
、
明
暮
心
痛
而
已
ニ
日
送
り
ニ
致
居

候
所
、
夫
藤
十
郎
儀
諸
方
返
済
金
ニ
差
詰
、
身
ヲ
隠
シ
申
度
趣
ニ

て
、
私
ニ
も
同
様
出
か
け
候
様
申
聞
候
得
共
、
世
間
え
不
相
済
と

存
、
早
速
其
意
ニ
随
ひ
不
申
候
故
、
度
々
打
ち
ゃ
う
ち
ゃ
く
、
せ

つ
か
ん
ニ
合
イ
、
無
致
方
引
つ
れ
ら
れ
、
四
月
五
日
ニ
稲
葉
宿
原

斧
三
郎
方
え
甚
不
請
之
中
ニ
ハ
候
得
と
も
、
同
人
方
之
世
話
ニ
相

成
候
所
、
左
候
て
も
藤
十
郎
一
向
何
分
別
も
相
立
不
申
故
、
扨
々

気
之
術
な
き
次
第
ハ
申
つ
く
し
か
た
く
ニ
付
、
行
末
を
猶
更
あ
ん

じ
ら
れ
候
所
、
七
月
廿
八
日
ニ
右
近
遍
之
寺
え
参
詣
致
候
中
に
て

も
、
猶
又
行
末
苦
ニ
相
成
候
よ
り
、
風
と
路
不
案
内
な
か
ら
ニ
御

城
下
を
差
て
参
り
候
所
、
誰
々
た
よ
り
候
事
も
出
来
か
た
く
、
亡

父
之
弟
子
故
岡
田
春
達
え
相
縋
り
、
是
迄
何
度
ニ
も
数
限
り
も
な

く
隙
呉
候
様
、
藤
十
郎
相
頼
候
て
も
更
ニ
聞
入
呉
不
申
故
、
其
訳

柄
を
申
、
春
達
え
歎
込
申
候
所
、
早
速
ニ
ハ
聞
入
呉
不
申
故
、
是

で
ハ
最
早
此
上
ハ
我
身
を
捨
候
よ
り
致
方
も
無
之
と
、
不
了
簡
ニ

可
成
行
哉
と
、
春
達
私
之
行
込
不
一
形
と
相
察
候
欤
ニ
て
、
春
達

よ
り
段
々
之
次
第
を
相
尋
候
ニ
随
ひ
、
私
よ
り
も
年
久
敷
義
ニ
ハ

候
得
と
も
不
道
理
覚
居
丈
ケ
を
段
々
と
咄
仕
候
故
、
春
達
も
左
様

之
次
第
ニ
候
ハ
ヽ
と
申
呉
、
春
達
よ
り
私
方
ニ
居
候
様
申
呉
候
所

え
、
右
同
日
夜
中
ニ
藤
十
郎
儀
、
伊
勢
屋
五
平
治
宅
え
向
ケ
私
ヲ

相
尋
参
り
、
何
れ
ニ
も
私
差
出
候
様
藤
十
郎
申
聞
候
付
、
五
平
治

申
聞
候
ニ
ハ
私
方
え
ハ
更
ニ
不
参
趣
申
聞
、
春
達
え
相
通
し
候
故
、
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春
達
も
右
之
次
第
兼
て
相
咄
置
候
義
ニ
付
、
中
々
私
を
差
出
候
儀

ハ
不
仕
候
、
平
嶋
屋
弥
兵
衛
と
春
達
両
人
五
平
治
方
え
出
張
、
藤

十
郎
え
申
諭
、
談
端
之
(マ
マ
)

上
私
之
着
類
売
払
、
是
も
大
曾
根
ニ
罷
在

候
内
ニ
も
、
着
類
ハ
大
方
藤
十
郎
え
借
り
ら
れ
、
残
り
候
品
何
程

も
無
之
候
得
と
も
、
右
残
品
売
払
代
金
拾
両
又
弐
両
都
合
拾
弐
両
、

春
達
弥
兵
衛
よ
り
藤
十
郎
え
手
渡
、
両
人
之
者
離
縁
状
請
取
呉
候

次
第
ニ
御
座
候

40

安
政
六
年
九
月

婿
文
五
郎
│
う
た
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
此
度
其
方
え
暇
差
遣
し
候
所

実
正
也
、
然
ル
上
は
何
方
よ
り
縁
談

被
成
候
共
、
決
て
構
無
御
座
候
、

為
念
仍
て
去
状
如
件

安
政
六
年
未
九
月
朔
日

夫

文
五
郎
(爪
印
)

う

た
と
の

（
二
五
・
〇
×
三
三
・
〇
)

40
│
2

安
政
六
年
八
月

同

婿
離
縁
引
取
証
文

引
取
一
札
之
事

一
私
弟
文
五
郎
儀
、
御
村
方
傳
吉
殿
媒
ニ
て
御
同
村
政
五
郎
殿

聟
養
子
ニ
差
遣
し
候
処
、
不
相
応
ニ
付
、
今
般
離
縁
相
成
、

右
ニ
付
当
人
義
引
取
申
所
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上
は
已
来

文
五
郎
身
分
ニ
付
、
何
様
之
儀
出
来
仕
候
共
、
貴
殿
方
え
少

も
御
苦
難
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
仍
て
引
取
一
札
差
出
申
処
如

件
安
政
六
未
八
月
日

大
谷
村引

取
人

茂
右
衛
門
㊞

証
人

和
重
郎
㊞

立
原
村政

五
郎
殿

〔
大
谷
村
は
武
蔵
国
榛
沢
郡
、
立
原
村
は
同
国
男
衾
郡
]

41

安
政
七
年
二
月

婿
出
奔
に
つ
き
妻
方
よ
り
暇
状

私
養
妹
せ
い
え

取
合
貴
様
御
子
息

養
吉
と
の
ヲ
聟
ニ

貰
受
置
候
所
、
出
奔
ニ
付
、
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此
度
致
離
別
候
、
仍
て

養
吉
へ
之
暇
状
如
此
ニ

御
座
候
、
已
上

今
宮
屋
運
蔵

安
政
七
年

二
月
廿
九
日

菅
原
屋
養
作
殿

〔
差
出
人
は
仙
台
新
伝
馬
町
]（
一
五
・
五
×
三
二
・
〇
)

42

文
久
元
年
四
月

甚
助
│
よ
し
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
此
よ
し
義
、
我
等
勝
手
ニ
付
、

致
離
縁
、
何
方
え
縁
付
仕
候
共
、

一
切
差
構
無
御
座
候
、
為
念

離
縁
一
札
差
出
申
処
、
如
件

文
久
元

夏
狩
村
上
組

酉
四
月
日

当
人

甚

助
（
爪
印
)

仲
人

下
谷
村

勘
右
衛
門
㊞

よ

し
殿

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
都
留
郡
]（
二
三
・
五
×
三
〇
・
〇
)

43

文
久
元
年
七
月

傳
助
│
こ
ん
離
別
状

「
離
別
状

（
上
包
)

一
通
」

離
別
状
一
札
之
事

一
此
度
こ
ん
義
、
離
別
仕
候
、
相
返
ス
申
上
は
、

何
方
え
縁
付
候
共
、
此
方
ニ
て
は
少
も

構
無
御
座
候
、
為
後
日
離
別
状

一
札
仍
て
如
件

文
久
元
酉
年

小
倉
寺
村

七
月

傳

助
㊞

お
こ
ん

〔
小
倉
寺
村
は
岩
代
国
信
夫
郡
]（
三
〇
・
〇
×
二
五
・
二
)

44

文
久
二
年
□
月

与
市
│
た
き
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
深
厚
之
宿
縁
薄
故
離
別

相
互
ニ
不
可
恨
、
然
上
は
何
方
へ

縁
付
候
共
、
決
て
相
構
申
間
鋪
候
、

為
後
日
一
札
如
件
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文
久
二
年

戌
□
月
廿
六
日

菅
田
村

八
椚
村

与

市
(爪
印
)

お
た
き
と
の

〔
両
村
と
も
下
野
国
足
利
郡
]（
二
五
・
〇
×
三
四
・
七
)

45

文
久
三
年
二
月

兄
代
理
帰
縁
証
文
兼
先
渡
し
離
縁
状

入
置
申
一
札
之
事

一
貴
殿
娘
み
ね
義
、
我
等
弟
娵
ニ
貰
ひ

請
罷
在
処
、
弟
郡
次
郎
不
埒
之
義

仕
出
シ
、
素
よ
り
同
人
不
実
之
仕
成
方

ニ
付
、
離
縁
之
御
掛
合
ニ
預
り
一
言
之
申
訳
無
之
、

離
縁
ニ
相
成
候
と
も
、
此
度
左
之
世
話
人
衆

立
入
、
再
縁
ニ
相
成
、
依
之
已
来
不
相
応
之
節

は
貴
殿
之
思
召
ニ
随
ひ
離
縁
可
致
候
、

右
ニ
付
別
紙
去
り
状
不
及
、
此
書
付
ヲ
以
当
人

御
引
取
被
成
、
離
縁
之
事
ニ
御
執
計
可
被
成
候
、

其
節
郡
次
郎
方
ニ
て
一
言
之
義
申
間
敷
候
、

為
後
証
入
置
申
一
札
如
件

文
久
三
癸
亥

当
人
兄

二
月

国
太
郎
㊞

証
人

半
右
衛
門
㊞

同

伊
左
衛
門
㊞

延
右
衛
門
殿

（
二
四
・
〇
×
三
四
・
三
)

46

文
久
三
年
一
〇
月

泰
蔵
│
い
く
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
幾
事
、
内
縁
取
結
、
是
迄
連
添
来
候
処
、

此
度
勝
手
ニ
付
、
女
子
せ
い
儀
は
我
等
引
請
、

致
離
縁
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
貴
殿
身
ニ
付
聊

差
構
無
之
候
、
為
後
日
離
縁
状
依
て
如
件

文
久
三
亥
年

泰

蔵
㊞

十
月

い

く
殿

（
二
六
・
二
×
二
六
・
五
)
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47

元
治
元
年
五
月

孝
市
郎
離
別
状

相
渡
申
一
札
事

一
貴
殿
娘
、
我
等
女
房
致
居
候
所
、
此
度

□（
不
カ
)縁

付
致
利(離
)

別
候
所
実
正
御
座
候
、

何
方
へ
御
縁
組
被
成
候
ト
も
一
切
構

無
御
座
候
、
依
如
件

西
金
村

元
治
元
年

十
一
日
送
り

孝
市
郎
㊞

子
五
月
十
一
日

諸
沢
村周

介
殿

〔
両
村
と
も
常
陸
国
久
慈
郡
]（
二
七
・
〇
×
三
六
・
二
)

48

元
治
元
年
六
月

理
八
│
ま
す
離
縁
状

離
縁
状
一
札
之
事

其
許
儀
、
不
縁
ニ
付
、
離
縁

い
た
し
候
間
、
向
後
構
子

細
御
座
な
く
候
、
為
念
離
縁

一
札
差
出
候
処
如
件

元
治
元
子
年
六
月

理

八
(爪
印
)

ま

す
と
の

（
二
五
・
五
×
二
八
・
〇
)

49

元
治
二
年
三
月

柳
助
│
き
ん
満
徳
寺
模
倣
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
源
更
(深
厚
)

之
敷(宿
)

縁
薄
く
、
離
縁

い
た
し
、
此
者
何
方
へ
縁
付
候
共
、

構
無
御
座
候
、
為
後
日
離
縁

一
札
仍
て
如
件

元
治
二
年

柳

助
㊞

丑
三
月

き

ん
と
の

（
二
四
・
五
×
三
三
・
七
)

50

慶
応
二
年
八
月

清
吉
│
さ
く
離
縁
状
＊

離
縁
状
之
事

一
双
方
熟
談
之
上
離
縁
い
た
し
候
、

然
上
は
何
方
え
縁
付
候
共
、
我
等
方
聊

差
構
無
之
候
、
依
之
差
出
し
申
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離

縁

状

仍

て

如

件

慶
応
二
寅
年

八
月
二
日

清

吉
㊞

さ

く
と
の

〔
下
野
国
都
賀
郡
合
戦
場
宿
]

51

慶
応
三
年
一
二
月

基
八
郎
│
か
つ
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
是
迄
夫
婦
ニ
い
た
し
置
候
処
、

此
度
離
縁
い
た
し
、
然
上
は

何
方
へ
縁
付
候
共
、
此
方

差
構
無
御
座
候
、
以
上

慶
応
三
年

基
八
郎
(爪
印
)

十
二
月
日

か

つ
ど
の

（
二
七
・
四
×
三
一
・
七
)

52

明
治
三
年
三
月

松
助
│
ち
え
去
状

去
り
状
之
事

一
其
元
儀
、
当
村
八
百
蔵
殿
肝
煎
を
以
縁
組

仕
候
処
、
此
度
離
縁
仕
候
ニ
付
、
何
方
へ
縁
組

被
致
成
共
、
此
方
ニ
お
い
て
少
も
構
無
御
座
候
、

為
後
日
之
書
付
如
件

明
治
三
年

市
田
村

午
三
月
日

松

助

ち

え
殿

〔
市
田
村
は
三
河
国
宝
飯
郡
]（
二
四
・
五
×
二
二
・
四
)

53

明
治
三
年
七
月

新
松
│
み
き
離
縁
状
＊

離
縁
状
之
事

一
其
方
事
、
我
等
勝
手
ニ
付
、
離
縁
シ
、

然
上
ハ
向
後
何
方
え
縁
付
候
て
も

此
方
ニ
て
は
差
構
無
御
座
候
、

離
縁
方
如
件

菅
生
村

板
戸
井
村

新

松
(爪
印
)

重
兵
衛
殿

み
き
と
の

明
治
三
年
午
七
月
廿
五
日

〔
両
村
と
も
下
総
国
相
馬
郡
]（
二
三
・
七
×
一
九
・
五
)
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54

明
治
三
年
閏
一
〇
月

哥
吉
│
く
ら
満
徳
寺
模
倣
離
別
状
＊

離
別
一
札
之
事

一
其
方
義
、
宿
縁
薄
、
此
度
思
諦

離
別
致
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上
は

向
後
何
方
え
縁
付
被
成
候
共
、
毛
頭

差
構
無
御
座
候
、
仍
如
件

明
治
三
年

当
人

閏
十
月

哥

吉
(爪
印
)

証
人

七

蔵

同

権
兵
衛

同

萬
之
助

く

ら
殿

〔
下
野
国
都
賀
郡
合
戦
場
宿
]

55

明
治
五
年
四
月

常
助
│
り
よ
う
暇
状

暇
状
一
札
之
事

一
今
般
其
元
、
無
拠
義
ニ
付
、
出
産
之
男
子
此
方
え

請
取
、
暇
指
遣
し
候
事
実
正
也
、
然
ル
上
は
何
方
へ

縁
付
被
成
候
共
、
於
此
方
ニ
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、

為
後
日
仍
て
暇
状
如
件

明
治
五
申
四
月

常

助

り
よ
う
ど
の
へ

〔
大
坂
道
修
町
]（
二
四
・
八
×
二
七
・
〇
)

56

明
治
六
年
五
月

岡
重
助
│
し
な
離
縁
状

「
妹
し

（
端
裏
)

な
離
縁
状
并
送
籍
」

離
縁
状
之
事

一
其
方
義
、
是
迄
因
縁
有
之
候
処
、

今
般
不
縁
望
出
候
付
、
任
其
意
離
縁

致
候
、
向
後
此
方
ニ
少
シ
も
故
障
無
之
候
、

為
後
日
一
札
如
件

明
治
六
年

酉
五
月

岡

重

助

神
山
内し

な

え
（
二
四
・
七
×
三
四
・
五
)
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57

明
治
六
年
九
月

傳
治
右
衛
門
│
や
す
離
別
状

「
明
治

（
上
包
)

六
酉
年
九
月
廿
六
日

離

別

状

お
安
事
」

離
縁
之
事

我
等
義
、
無
余
義
趣
意

有
之
、
離
別
い
た
し
候
条
、

不
念
被
相
心
得
、
已
後
何
方
へ

縁
組
候
と
も
聊
巨(故
)

障
無

之
候
、
仍
て
一
札
如
件

明
治
六
酉
年

第
九
月

傳
治
右
衛
門
(爪
印
)

お
や
す
ど
の
へ

（
一
五
・
九
×
三
五
・
八
)

58

明
治
六
年
一
〇
月

辻
井
栄
助
│
よ
ね
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
其
許
殿
娘
よ
ね
殿
事
、
私
無
拠
儀
ニ
付
、
暇

差
遣
し
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
は
已
後
何
方
え

縁
付
被
致
候
共
、
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
為

後
日
仍
て
如
件

明
治
六
酉
年

十
月
日

栄

助
㊞

よ

ね
殿

〔
京
都
府
〕（
二
七
・
八
×
三
九
・
二
)

58
│
2

明
治
六
年
一
〇
月

夫
方
着
類
料
受
領
証
文

証

一
辻
井
栄
助
殿
よ
り
此
度
よ
ね
殿
儀
、
其
許
殿
え
不
縁
被
致
候
処
、

一
子
常
治
郎
義
栄
助
殿
方
ニ
て
養
育
被
致
候
ニ
付
て
は
、
井
上
新

兵
衛
殿
御
取
扱
ヲ
以
、
為
着
類
料
金
三
円
御
送
り
被
下
忝
受
納
仕

候
、
右
ニ
付
其
許
殿
え
以
来
御
迷
惑
一
切
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、
為

後
日
仍
て
如
件

明
治
六
年

下
京
第
五
区
富
小
路
錦
上
ル

十
月
日

谷

五
兵
衛
㊞

岩

垣

弥
三
郎
殿

〈
二
通
と
も
一
六
行
黒
罫
「
無
印
紙
証
書
用
紙

京
都
府
管
下
」
使

用
〉
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58
│
3

明
治
六
年
一
〇
月

よ
ね
入
用
覚

お
米
と
の
入
用
覚

明
治
四
辛
未
十
一
月
廿
二
日

一

金

三
歩
也

お
米
と
の
木
屋
町
万
寿
寺
橋
下
ル
辻

井
栄
助
方
へ
遣
し
候
節
、
海
老
新
へ

挨
拶

明
治
六
年
酉
四
月
十
六
日

一

同

壱
歩
也

同
人
同
所
よ
り
引
取
候
付
、
海
老
新

内
室
へ
挨
拶

同

十
月
九
日

一

同

三
両
也

此
度
離
縁
致
候
付
、
小
供
常
次
郎
へ

着
類
料
遣
ス

同
一

同

壱
両
壱
歩
也

右
ニ
付
、
海
老
新
へ
挨
拶

〆

五
両
壱
歩
也

59

明
治
一
一
年
九
月

斉
藤
与
平
│
岡
田
か
く
離
別
証

離
別
証
之
事

一
此
度
双
方
示
談
行
届
キ

離
別
ニ
相
成
候
、
然
ル
上
は
何
方
へ

縁
付
候
共
、
我
等
方
ニ
て
聊
苦
情

申
間
敷
、
依
て
一
札
如
件

明
治
十
一
年

寅
九
月
十
二
日

横
町斉

藤

与

平
(爪
印
)

岡

田

か

く
殿

（
二
四
・
〇
×
三
二
・
三
)

60

明
治
一
七
年
二
月

婿
石
井
菊
次
郎
│
横
堀
岩
離
別
書

離
別
書
証

右
は
今
般
双
方
示
談
之
上
、
離
別
仕
候
処

確
実
也
、
然
ル
上
ハ
何
方
ヨ
リ
縁
付
候
共
、

勝
手
ニ
付
、
我
等
一
切
差
シ
構
え
無
御
座
候
、

為
後
日
依
て
如
件

明
治
十
七
年

東
群
馬
郡

第
二
月
廿
九
日

天
川
村

第
弐
百
五
拾
七
番
地
住

南
勢
多
郡

石

井

菊
次
郎
(爪
印
)

小
坂
子
村

横

堀

岩
殿
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〔
両
村
と
も
群
馬
県
〕（
二
四
・
〇
×
三
二
・
〇
)

61

明
治
三
二
年
一
〇
月

池
田
新
吉
│
ユ
キ
離
縁
状

離
縁
状茨

城
県
古
河
町
百
三
拾
八
番
地

平
民
池
田
弁
次
郎
長
男

池

田

新

吉

妻

ユ

キ

右
之
者
今
般
相
当
之
媒
酌
人
有
之
、
拙
者
妻
ニ

貰
受
候
処
、
不
都
合
之
場
合
出
来
離

縁
致
候
上
ハ
、
何
方
へ
縁
好
候
と
も
苦
情
等
ハ
一
切

申
間
敷
候
、
離
縁
状
仍
テ
如
件

但
以
後
池
田
弁
次
郎
よ
り
貴
殿
方
へ
対
し
不
都
合
申
出

候
を
も
高
橋
多
三
郎
方
ニ
て
引
受
埒
明
、
貴
殿
方
へ
聊

か
御
迷
惑
相
懸
申
間
敷
候

右

明
治
三
十
二
年
十
月
廿
九
日

池

田

新

吉

親
戚高

橋

多
三
郎
㊞

塩
谷
郡
氏
家
町
大
字
桜
野

関

岩
太
郎
殿

〔
塩
谷
郡
は
栃
木
県
〕（
二
四
・
五
×
三
一
・
七
)

62

明
治
三
八
年
一
二
月

佐
藤
金
造
│
は
る
よ
離
婚
状

離
婚
状

一
今
般
協
議
ノ
上
離
婚
仕
候
ニ
付
、
旧
妻
は
る
よ

ニ
付
、
他
家
ヘ
縁
付
候
共
、
拙
者
ニ
於
テ
決
シ
テ
異
議
申

間
敷
候
、
依
テ
此
書
差
入
置
、
為
念
ノ
如
件

次
ニ
長
女
と
み
ゑ
ニ
付
、
以
後
拙
者
ヨ
リ
何
共
申

間
敷
候
、
右
ニ
付
保
証
人
相
立
テ
置
候
事

明
治
参
拾
八
年
十
二
月
丗
一
日

鼎
村

佐

藤

金

造
㊞(朱
)

保
証
人

鼎
村

木

下

宗
四
郎
㊞(朱
)

三
穂
村
伊
豆
木

土

屋

一
太
郎
殿

〈
二
〇
行
罫
紙
使
用
〉

〔
両
村
と
も
長
野
県
上
伊
那
郡
]（
二
三
・
五
×
三
二
・
〇
)

63

明
治
三
九
年
正
月

阿
部
茂
右
衛
門
│
石
井
か
ね
破
縁
一
札

后
証
壱
札
之
事
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一
先
般
其
方
か
ね
義
、
拙
者
妻
ニ
相

極
め
候
候
処
、
此
度
双
方
示
談
の
上
、
破

縁
の
場
合
ニ
相
成
候
、
就
て
は
将

来
其
方
の
御
自
由
た
る
可
事

利
根
郡
古
馬
牧
村

明
治
三
十
九
年

大
字
上
牧
村

一
月
十
七
日

阿

部

茂
右
衛
門
㊞

水
上
村
大
字
小
仁
田
村

石

井

か

ね
と
の

〔
両
村
と
も
群
馬
県
]（
二
四
・
三
×
三
二
・
六
)

64

大
正
一
四
年
一
〇
月

岩
井
真
平
│
辻
静
子
離
縁
状

離
縁
状

今
般
貴
殿
ト
ノ
縁
結
ヲ
本
日
限
リ
離

縁
致
可
候
、
今
后
貴
殿
ノ
方
ニ
テ
随
意

行
動
相
成
度
候
、
如
何
ナ
ル
場
合
ト

雖
モ
凡
テ
紳
士
的
ノ
態
度
ニ
交
際
致
可
候
也

大
正
拾
四
年
拾
月
参
十
壱
日

津
名
郡
仁
井
村

岩

井

真

平
印(朱
)

辻

静

子
殿

〈
二
四
行
罫
紙
使
用
〉

〔
津
名
郡
は
兵
庫
県
]（
二
七
・
三
×
四
〇
・
〇
)

65

子
一
〇
月

善
吉
│
い
よ
離
縁
状

離
縁
一
札
之
事

一
我
等
勝
手
ニ
付
、
離
縁
い
た
し
候
処
実
正
也
、

此
已
後
何
方
え
縁
付
候
共
、
我
等
方
ニ
て
は

さ
し
か
ま
い
無
之
、
為
後
日
離
縁
一
札

仍

て

如

件

子
十
月

善

吉
(爪
印
)㊞

い

よ
と
の
へ

（
二
七
・
六
×
二
二
・
二
)

66

辰
二
月

野
村
小
藤
治
│
矢
嶋
や
す
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
貴

殿

娘

お

や

す

事
、
此

度

致
離
縁
候
、
然
ル
上
は
何
方
へ
縁
組

い
た
し
候
共
、
少
も
構
無
御
座
候
、
為
後
日

離
縁
状
仍
如
件

冨
谷
村
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辰
二
月

野

村

小
藤
治
(爪
印
)

細
田
村

矢

嶋

半
兵
衛
殿

〔
住
所
特
定
で
き
ず
]（
二
五
・
八
×
三
〇
・
五
)

67

巳
五
月

婿
平
五
郎
│
そ
の
離
別
状

離
別
状
之
事

一
其
方
儀
、
是
迄
縁
組
罷
成
候
処
、

此
度
は
不
合
気
候
ニ
付
、
離
別
仕
候
上
は
、

向
後
何
方
よ
り
縁
組
致
し
候
と
も
決
て

差
構
へ
無
御
座
候
、
仍
て
如
件

巳
五
月

横
須
賀
村

平
五
郎
(爪
印
)

猫
実
村そ

の
と
の

〔
横
須
賀
村
は
相
模
国
三
浦
郡
、
猫
実
村
は
下
総
国
葛
飾
郡
カ
]

（
二
四
・
二
×
三
二
・
四
)

68

巳
九
月

冨
八
│
と
よ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
状
之
事

一
心(深
)

厚
宿
縁
、
今
又
及
離
別
、

然
上
は
何
方
え
縁
付
候
共
、
此
方

一
円
構
無
御
座
候
、
為
後
日
離
別

一
札
仍
て
如
件

巳
九
月

冨

八
(爪
印
)

と

よ
と
の

（
二
四
・
〇
×
三
〇
・
八
)

69

巳
一
二
月

金
五
兵
衛
│
い
し
離
別
状

離
別
状
之
事

一
今
般
都
合
向
納
得
之
上
、
離
縁
い
た
し
候

間
、
以
来
何
方
へ
成
と
も
勝
手
次
第
縁
付

可
被
致
候
、
当
方
ニ
お
い
て
聊
申
分
無
之
候
、

離
別
状
依
て
如
件

新
庄
村

巳
十
二
月

金
五
兵
衛
㊞

お

石
と
の
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〔
新
庄
村
は
特
定
で
き
ず
]（
二
七
・
〇
×
二
八
・
〇
)

70

午
三
月

彦
兵
衛
│
な
を
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
一
札
之
事

一
其
方
儀
相
互
深
厚
之
縁
薄
く
、
此
度

離
別
い
た
し
在
所
ニ
引
渡
し
候
、
然
ル
上
ハ

向
後
縁
談
之
儀
は
勿
論
、
何
様
之
事
ニ
て
も

毛
頭
差
構
無
之
依
離
別
状
如
件

午
ノ
三
月
十
三
日

彦
兵
衛
(爪
印
)

な

を
と
の
へ

（
二
四
・
三
×
二
一
・
八
)

71

未
二
月

文
吉
│
や
ゑ
満
徳
寺
模
倣
離
縁
状

離
縁
一
札

一
深
厚
之
宿
縁
薄
、
不
熟
ニ
付
、
離
縁

い
た
し
候
、
此
後
何
方
え
縁
組
被
成
候
と
も
、

差
構
無
之
、
互
ニ
恨
申
間
敷
、
為
後
日

一
札
差
遣
候
、
以
上

未
二
月
元
日

文

吉
(爪
印
)

や

ゑ
ど
の

（
二
四
・
三
×
二
一
・
二
)

72

申
九
月

豊
吉
│
も
と
離
縁
状

離
縁
状
之
事

久
成
村
瀬
平
様
妹
、
私
妻
ニ
有
之
処
、

今
般
離
縁
仕
候
上
は
、
何
方
へ
縁
組

仕
候
共
、
聊
故
障
無
御
座
候
、
依
之
一
札

差
出
申
処
如
件

申
九
月

切
石
村

豊

吉
(爪
印
)

お
も
と
ど
の

〔
切
石
村
は
甲
斐
国
巨
摩
郡
]（
二
三
・
〇
×
三
三
・
〇
)

73

酉
五
月

住
吉
屋
吉
右
衛
門
│
か
ね
暇
状

一

札

一
其
方
儀
、
気
ニ
入
不
申
、
不
縁
故
暇
遣
し
申
候
、

然
ル
上
ハ
何
方
へ
成
共
縁
付
被
致
候
と
も
、

以
後
申
分
無
御
座
、
一
札
如
件

住
吉
屋

酉
五
月

吉
右
衛
門
㊞
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お
か
ね
殿

（
二
七
・
三
×
一
九
・
四
)

74

戌
正
月

宮
城
與
吉
│
て
い
離
別
状

離
別
状

一
此
度
我
等
勝
手
ニ
付
、
無
拠

離

別

仕
、

然

上

は

以
来
何
方
え
縁
組
候
共
、
構

無
御
座
候
、
仍
如
件

戌
一
月
廿
四
日

宮

城

與

吉
(爪
印
)

お
て
い
殿

（
二
五
・
三
×
一
六
・
五
)

75

戌
一
一
月

丸
屋
吉
兵
衛
│
と
ら
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其
元
と
の
夫
婦
縁
結
ひ
候
処
実
正
也
、

此
度
勝
手
ニ
付
、
離
縁
い
た
し
候
処
、
何
方
へ

縁
付
い
た
し
候
友
、
(共
)

一
切
申
分
無
御
座
候
、
其
為

一
札
日
後
為

(為
後
日
)

如
件

戌
霜
月
十
五
日

丸

屋

吉
兵
衛

お
と
ら
と
の（

二
四
・
五
×
三
二
・
四
)

76

亥
八
月

広
瀬
時
次
│
あ
ゆ
去
状

去
リ
状

一
薄

縁

旁

同

穴

偕

老

(偕

老

同

穴
)

ス
ル
能
ハ
ス
、
依
テ
離
婚
ス
、
然
リ
而
シ
テ

何
レ
ニ
配
偶
ス
ル
モ
敢
テ
支
障
等

無
之
、
因
テ
如
件

亥
八
月
十
六
日

広

瀬

時

次
㊞(朱
)

あ

ゆ
ど
の

（
二
三
・
五
×
三
〇
・
〇
)

77

亥
一
二
月

三
郎
兵
衛
│
い
ま
暇
状

暇
状
之
事

一
此
度
其
元
殿
、
不
縁
ニ
付
、
暇
遣
候
所
実
正
也
、

然
ル
上
は
何
方
え
縁
付
被
致
候
共
、
我
等
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一
言
之
申
分
無
之
候
、
為
後
日
之

暇
状
依
て
如
件

亥
十
二
月

三
郎
兵
衛

お
い
ま
と
の
へ

（
二
四
・
三
×
二
六
・
三
)

78

二
月

佳
茂
介
│
か
つ
満
徳
寺
模
倣
離
別
状

離
別
一
札

一
其
方
相
互
ニ
宿
縁
薄
、
此
度
及

離
別
、
然
ル
上
は
何
方
縁
付

候
と
も
、
毛
頭
差
構
無
之
候
、
依
之

離
別
一
札
如
件

二
月
日

佳
茂
介
㊞

か

つ
と
の

（
二
五
・
六
×
三
四
・
八
)

79

四
月

良
輔
│
と
み
離
別
状

離
別
之
事

一
其
元
殿
、
我
心
底
不
応

及
離
縁
候
、
已
後
何
方
え
縁
組

被
致
候
と
も
、
故
障
之
筋
無
頭
(毛
)

無
之
候
、
如
件

四
月
廿
九
日

良

輔

と

み
殿
え

（
二
八
・
〇
×
三
九
・
〇
)

80

五
月

文
助
│
さ
い
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
此
度
無
余
義
ニ
付
、
其
方
離
別

仕
候
上
は
何
方
え
縁
付
参
り
候
共
、

構
子
細
無
御
座
候
、
為
後
日

一
札
如
件

文

助
(爪
印
)

五
月
七
日

さ

い
殿

（
二
五
・
六
×
二
〇
・
八
)

81

六
月

幸
兵
衛
│
り
ん
離
縁
状

離
縁
状
之
事
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一
双
方
愛
相(想
)

尽
候
ニ
付
、
離
縁
仕
候
、

此
者
何
方
へ
縁
組
等
仕
候
て
も
、
少
も
構

御
座
な
く
候
、
為
念
如
斯
御
座
、
候
以
上

下
柚
木
村

六
月
日

幸
兵
衛

西
保
中
村
上
組

お
り
ん
殿

〔
両
村
と
も
甲
斐
国
山
梨
郡
]（
二
六
・
五
×
二
七
・
二
)

82

月
日
文
字
の
み

幸
助
│
み
き
離
別
状

離
別
状
一
札
之
事

一
貴
殿
娘
ミ
き
義
、
私
妻
ニ
御
座
候
処
、

此
度
及
離
別
候
上
は
、
自
今
以
後

何
方
へ
縁
付
候
共
、
決
て
構
無
御
座
候
、

依
て
一
札
如
件

中
石
井
村

月

日

幸

助

関
岡
村要

右
衛
門
殿

〔
両
村
と
も
磐
城
国
白
川
郡
]（
二
七
・
五
×
三
八
・
五
)

83

日
付
無

清
五
郎
│
つ
る
離
縁
状

離
縁
状
之
事

一
其
元
殿
、
此
度
相
対
得
心
之
上
、
一
生

離
縁
致
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
は
何
方
え

縁
付
被
致
候
共
、
一
言
申
分
無
之
候
、
仍
て

離
縁
状
如
件

清
五
郎

お
つ
る
殿

(二
五
・
〇
×
三
三
・
七
)

84

日
付
無

松
野
喜
示
去
状

去
状
一
札
之
事

一
貴
家
御
娘
、
当
方
貰
申
候
得
共
、

今
般
離
別
ニ
付
、
其
元
え
御
返
シ
申
候
、

何
方
縁
組
被
成
候
て
も
、
当
方
一
切
構

無
御
座
候
、
離
離
段
依
(マ
マ
)

依
て
如
件

雨
谷
村松

野

喜

示

為
当
村石

黒

伝
右
衛
門
殿
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〔
両
村
と
も
三
河
国
宝
飯
郡
]（
二
八
・
四
×
三
二
・
〇
)

85

日
付
無

仲
介
引
受
人
よ
り
し
ん
離
縁
証

離
縁
証

古
川
清
左
衛
門
殿
方

長
女

し
ん

右
之
者
今
般
離
縁
仕
候
間

何
方
え
縁
付
候
共
、
後
日
依
て

故
障
申
間
敷
、
万
一
本
人
不
服

之
節
は
万
事
引
受
候
間
、
為
其

証
券
如
件

仲
介
引
受
人

森

下

忠
左
衛
門
㊞

古
川
清
左
衛
門
殿

〔
尾
張
国
知
多
郡
苅
屋
村
文
書
]

（
二
四
・
二
×
三
二
・
三
)
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